
令 和 ７ 年
２月14日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

法
律
等
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
（
建
築
指
導
課
）
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○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）
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生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）
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道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）
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急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
砂
防
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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道
路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）
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規

則

法
律
等
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
号

法
律
等
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

法
律
等
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
等
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
特
例
に
関
す
る
規
則

（
令
和
四
年
山
口
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
号
中
「
及
び
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
」
を

加
え
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
四
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

周
南
市
野
村
南
町
四
九
七
六
の
一
部
、
四
九
七
六
の
一
の
一
部
及
び
四
九
七
六
の
四
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
、
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十

号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
へ
の
該
当

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
。

山
口
県
告
示
第
四
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

一
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か
と
う
整
形
外
科
・
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
科

宇
部
市
大
字
東
須
恵
一
九
六
三

令
和
六
、

一
二
、

一

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局

〃

川
添
一
丁
目
一
番
一
三
号

令
和
七
、

一
、

〃

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

Ｍ
Ａ
Ｋ
Ｋ
合
同
会

社

山
口
市
大
内
矢
田

南
六
丁
目
五
番
五

〇
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
凪
～
な
ぎ

～

山
口
市
大
内
矢
田

南
六
丁
目
五
番
五

〇
号

令
和
六
、七
、

一

株
式
会
社
Ｍ
ｕ
ｙ

ｂ
ｉ
ｅ
ｎ

岩
国
市
由
宇
町
港

一
丁
目
一
三
番
五

号

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ａ
ｉ
ｔ
ｏ

岩
国
市
中
津
町
二

丁
目
二
四
番
一
六

号

〃

一
二
、

〃

山
口
県
告
示
第
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
二
月
十
四
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

秋
吉
台
公
園
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

美
祢
市
秋
芳
町
秋
吉
字
東
大
浴
一
二
八
七

四
の
一
地
先
か
ら

同
市

秋
芳
町
秋
吉
字
大
蕪
一
〇
七
六
六

の
一
地
先
ま
で

旧

最
狭

二
九
・
七

最
広

三
四
・
五

五
八
・
六

新

最
狭

二
九
・
七

最
広

五
八
・
四

五
八
・
六

山
口
県
告
示
第
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
二
月
十
四
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

秋
吉
台
公
園

線

美
祢
市
秋
芳
町
秋
吉
字
東
大
浴
一
二
八
七
四
の
一
地
先
か
ら

同
市

秋
芳
町
秋
吉
字
大
蕪
一
〇
七
六
六
の
一
地
先
ま
で

令
和
七
年
二
月
十
五

日

山
口
県
告
示
第
四
十
五
号

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
令
和
三
年
山
口
県
告
示
第
四
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

田
屋
⑷
地
区
に
関
す
る
部
分
二

区
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

号
と
十
三
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

市

名

大

字

名

字

名

地

番

標

柱

番

号

長

門

市

東

深

川

石

山

一
〇
四
四
二
の
一

一
号

〃

〃

〃

一
〇
四
四
二
の
一

二
号

〃

〃

〃

一
〇
四
四
一
の
一

三
号

〃

〃

〃

一
〇
四
四
一
の
一

四
号

〃

〃

浜

添

三
〇
一
の
一

五
号

〃

〃

〃

三
〇
一
の
一
地
先

六
号

〃

〃

〃

一
〇
四
七
八
の
一
地
先

七
号

〃

〃

〃

三
〇
七

八
号

〃

〃

〃

三
〇
六
の
一
地
先

九
号

二
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〃

〃

〃

三
〇
六
の
一
地
先

十
号

〃

〃

石

山

一
〇
四
四
二
の
六
地
先

十
一
号

〃

〃

浜

添

二
九
九
の
一

十
二
号

〃

〃

〃

二
九
二
の
五

十
三
号

山
口
県
告
示
第
四
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
二
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
大
字
河
内
字
大
河
内
一
七
四
の
一

五
・
〇

二
六
・
六
令
和
六
、

一
二
、
二
七

二
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令
和
七
年
二
月
十
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
二
月
十
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


